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令和２年６月相模原市教育委員会定例会 

 

○日  時 令和２年６月１０日（水）午後７時００分から午後７時１３分まで 

○場  所 相模原市役所 第１特別会議室 

○日  程 

１．開  会 

２．会議録署名者の決定 

３．議  事 

日程第 １（議案第４７号） 相模原市立小中学校等の管理運営に関する規則の一部を

改正する規則について（学校教育部） 

○出席した教育長及び委員（５名） 

教 育 長  鈴 木 英 之 

教育長職務代理者  小 泉 和 義 

委 員  永 井 廣 子 

委 員  平 岩 夏 木 

委 員  岩 田 美 香 

 

○欠席した委員（１名） 

委 員  宇田川 久美子 

 

○説明のために出席した者 

教 育 局 長  小 林 輝 明  教 育 環 境 部 長  井 上   隆 
 
学 校 教 育 部 長  細 川   恵  生 涯 学 習 部 長  大 貫 末 広 

 
教 育 局 参 事  佐 野 強 史  教育総務室担当課長  藤 波 健 二 
兼教育総務室長           （総務企画班）          
 
学 校 教 育 課 長  篠 原   真   
 

○事務局職員出席者 

教育総務室主任  島 﨑 順 崇  教育総務室主事  甚 野 栄 美 
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午後７時００分 開会 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

□開   会 

◎鈴木教育長 ただいまから、相模原市教育委員会６月定例会を開会いたします。 

  本日の出席は５名で定足数に達しております。 

  なお、本日、宇田川委員より欠席の届出がありましたので、御報告いたします。 

  本日の会議録署名につきましては、小泉委員と私、鈴木を指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

□相模原市立小中学校等の管理運営に関する規則の一部を改正する規則について 

◎鈴木教育長 それでは、これより日程に入ります。 

  はじめに、日程１、議案第４７号、「相模原市立小中学校等の管理運営に関する規則の

一部を改正する規則について」を議題といたします。 

  事務局より説明をいたします。 

○細川学校教育部長 議案第４７号について御説明申し上げます。 

  お手元にございます議案の下段、提案の理由を御覧ください。 

  本議案は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための小中学校等の臨時休業に

伴い、休業日の特例に係る規定を追加いたしたく、提案するものでございます。 

  １枚おめくりいただき、議案第４７号参考資料を御覧ください。 

  はじめに、１の趣旨でございます。このたびの臨時休業に伴い、現行の夏季休業及び冬

季休業の期間では、学校行事を中止または縮小した場合であっても、なお授業時数の不足

が見込まれることから、授業時数を確保し、児童生徒の学びの保障を図るため、特例とし

て令和２年度における夏季休業及び冬季休業の期間を短縮するものでございます。 

  令和２年度における具体的な休業の期間につきましては２の表に記載のとおりでござい

まして、夏季休業は例年と比べて１２日間、冬季休業は例年と比べて３日間、それぞれ休

業期間を短縮いたしまして、合計で１１日間の授業日を確保するものでございます。 

  以上で、議案第４７号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいます

ようお願い申し上げます。 

◎鈴木教育長 説明が終わりました。これより質疑、御意見等ございましたらお願いいたし

ます。 

◎小泉教育長職務代理者 夏休み関係でちょっとお願いしたいのですけれども、夏休みが短
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縮されるということで、逆にいうと授業時間が確保されるということなのですけれども、

全ては無理だと思うのですけど、その辺の教育課程も含めた中で、どういう形で補填して

いくのかということ。それと、またこの夏休みに子どもたちが学校に来るというのはかな

り健康面的なケアも必要になろうかと思うのですけども、そういったところ各学校現場に

どのような通達といいますか、指導をしていくのかなという、その辺のことが分かれば教

えてください。 

○篠原学校教育課長 まず授業時数の確保になりますけれども、まず、中学校と、あと小学

校の高学年ですと、年間１，０１５時間が必要になってまいります。そのまま、夏休みを

短縮しない場合につきましては、大体１，０００時間を切る、９７０、９８０時間ぐらい

になってくる、確実に３０時間ぐらいは足りなくなってくるということになってまいりま

す。 

  こちら、夏休みを短縮することによりまして、１，０１５時間は確保ができることにな

ってまいります。プラス、１，０１５時間というのは本当に授業だけの時間数になります

ので、それ以外に学校行事というのがございます。これを、夏休みを短縮することによっ

て、大体１，０５０時間ほど確保できますので、授業時間の１，０１５時間に加えて行事

の時数、３５時間程度は、これによって確保ができるというところになっております。 

  ただ、これでも本当に厳しい状態になりますので、毎日６時間授業を行うということも

考えられるのですが、基本的にはまず、授業、その単元、１０時間ぐらいの単元があるの

ですけど、そこについては、１０時間のものを９時間でやるですとか、８時間でやるです

とか、この発展問題は家庭学習に回すですとか、そういったことを工夫する中で、授業時

数も１，０１５時間確保する中で、行事等の部分も確保していきたいと考えているところ

でございます。この１１日間で、授業時数の確保ができるということが計算上できており

ます。 

  次に、夏休みに子どもたちが登校するということですけれども、まず普通教室には全て

エアコンが入っておりますので、教室の中は涼しい状態がございます。 

  登下校が一番心配されるのですが、既に学校の方には水筒を必ず持ってくるようにです

とか、あとはネッククーラーですとか、そういったものも考えるということでお知らせを

しているところでございます。また、健康観察票がございますので、これは休校期間中も

学校が始まってからも、要するに水泳の授業みたいな形で毎日持ってくるような形でお願

いしていますので、健康観察の方はこれからも毎日念入りにしたいと考えております。ま
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た、中学校ですと、制服ではなくてジャージでの登校を現在もやっておりますけれども、

そういったところも含めまして、熱中症対策については、事務局の方でもいろいろ考えて

学校の方に指示を出していきたいと思っております。 

  以上でございます。 

◎小泉教育長職務代理者 一昨日、分散登校の、帰りの登校班を偶然見かけたのですけれど

も、一昨日もかなり暑くて子どもたちはみんなマスクをして集団で帰って、大変そうだな

と思いました。その辺も先生方のケア、指導、きめ細かな指導が大切だと思うのですけれ

ども、くれぐれも安全第一でお願いしたいなと思います。 

◎永井委員 夏季冬季の休業を短縮するということは、親にとって気になるのはやはり給食

だと思うのですが、給食の方はどういう体制になっているのか教えてください。 

○篠原学校教育課長 まず７月の給食になりますけれども、７月につきましては、７月２９

日まで提供可能になっております。３１日まで学校なのですけれども、そのうち２９日ま

では、７月は給食が可能になっております。 

２学期につきましては、１２月２２日までということで、かなりのところまで給食が延

びるという形になっております。年間で大体１５７食ぐらい可能かなと思っているところ

です。 

  ですので、かなりの部分で給食の方は７月については後の方までできるようになってい

ますし、１２月についてもかなり後の方までできるようになっています。１月も８日から

給食を提供できる形になっております。２学期は９月１日から開始ということです。 

まとめます。 

  １学期が６月１５日から７月２９日まで、２学期が９月１日から１２月２２日まで、３

学期が１月８日から３月２２日までという形で、かなりの部分でカバーできているかなと

思っております。 

  以上でございます。 

◎永井委員 夏の間の給食のやはり痛みはちょっと心配ですので、そこはくれぐれも御注意

いただくようにお願いいたします。 

◎鈴木教育長 他に質疑、御意見等ございましたらお願いいたします。 

  それではありませんので、これより採決を行いたいと思います。 

  議案第４７号、「相模原市立小中学校等の管理運営に関する規則の一部を改正する規則

について」を原案どおり決するに御異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

◎鈴木教育長 御異議ございませんので、議案第４７号は可決されました。 

  ここで、新型コロナウイルス感染症関連の対応について、委員の皆様には適宜御連絡を

させていただいておりますが、改めて御報告をさせていただきます。 

  まず、休止していた市の施設についてですが、屋外スポーツ施設の利用を６月１日に一

部再開したほか、図書館、博物館など、感染防止策を適切に図りながら順次再開しており

ます。ちなみに図書館、博物館につきましては、６月９日から再開、屋内スポーツ施設に

ついては、６月１２日に再開予定でございます。 

また、公民館等、屋内水泳場グリーンプールにつきましては、６月１９日再開予定とい

うことで、市が主催するイベントにつきましては、市民の健康や生活に関わる講座、相談

などを除いて、８月３１日まで中止または延期をしております。 

  緊急事態宣言は解除されましたが、国が示す「新しい生活様式」の実践など、今後も一

人ひとりが感染予防に努め、社会全体での感染拡大防止が求められております。 

引き続き、適宜、御相談、御報告をさせていただきたいと考えておりますので、よろし

くお願いいたします。 

  それではここで、前回定例会後から約１カ月間における私の活動状況等について、御報

告いたします。 

  まず、新型コロナウイルス感染症関連の寄贈等がございました。５月１３日、サッカー

のＳＣ相模原より、マスクの寄贈を頂きました。２１日には、ノジマステラ神奈川相模原

より、非接触型検温器、これはなかなか手に入らなかったのですがノジマさんの御厚意で

頂きまして、各学校に配付をしております。また、２６日ですが、ＳＣ相模原のサポータ

ーから、フェイスシールドを寄贈頂きました。２８日には、市空手道協会から、新型コロ

ナウイルス感染症対策支援寄附金を頂きました。 

  そのほかでございますが、５月２０日新任校長の研修ということで、集めることができ

なかったので、オンラインで研修を行って、その場で挨拶をさせていただきました。 

  では、ここで次回の会議予定日を確認いたします。次回は７月２０日、月曜日、午前９

時３０分から第３委員会室で開催する予定で、よろしいでしょうか。 

  それでは、次回の会議は７月２０日、月曜日、午前９時３０分からの開催予定といたし

ます。 

  以上で、本日の日程は、全て終了いたしました。 
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  これをもちまして、定例会を閉会いたします。 

  ありがとうございました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   □閉   会 

午後７時１３分 閉会 

  


